
情報を以下の通りお知らせいたします。

許可番号 許可年月日

事業所の名称

4 件

19 人

　1日（8時間当たり）の額 29,863 円

　1日（8時間当たり）の額 14,886 円

50%

待遇決定方式

労使協定の対象

労使協定の有効期間

社会保険

休暇等

健康診断

教育訓練に関する事項

スタッフ相談窓口

1. 派遣先事業所件数

2. 派遣労働者人数

3. 労働者派遣に関する料金額の平均額

4. 労働者派遣の賃金額の平均

5. マージン率

毎年健康診断を実施しており、健康管理をサポートしております。

・毎月安全教育　・危険予知訓練　・コンプアイランス教育　・資格取得の推進指導　等

仕事場でのトラブルやハラスメントに関する相談を承ります。

労働派遣事業　情報提供

社会保険（健康保険・厚生年金）と労働保険（雇用保険・労災保険）を完備しております。

有給休暇制度の他、特別休暇があります。

2023年4月1日～2024年3月31日

※マージン率は右記の計算式で算出されます。（派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額）÷　派遣料金の平均額

マージン率

派02-300137

（労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供）

労使協定方式

専門的技術職として従事する社員

平成30年6月1日

50.2%

ＡＴＯＭ　Ｗｏｒｋｓ株式会社
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